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１．はじめに 

 

地方部におけるバス路線網は、人口減少とモータリゼ

ーションに伴って、全般的にやせ細りつつある。そこで、

路線バス網を維持し生活交通を確保する方策として、複

数市町村をまたぐ広域・幹線的路線については国と都道

府県の協調補助（生活交通路線維持費補助金）が、それ

以外の路線については特別地方交付税が交付されるスキ

ームがとられている。これは、2002年に行われた乗合

バス事業の需給調整規制撤廃（いわゆる規制緩和）と同

時期に確立されたものであり、従来のような地域独占事

業者の内部補助による地域バス路線網の一体的運営を否

定し、自治体が路線維持の主役となりつつ国が間接的に

支援する方式として導入されたものであった。これによ

って、規制緩和後も民間バス事業者の路線退出が加速さ

れることはなく、一方で自治体が事業主体となるいわゆ

るコミュニティバスの普及が促進されてきた。 
しかしながら、生活交通路線への補助制度については

まさに路線を「延命させる」役割にとどまっていたと言

え、そのことが近年、路線バス網の維持に重大な懸念を

もたらしつつある1)。特に鉄道のない地域においては、

広域・幹線的路線は地域の公共交通利便性を決定づける

存在であり、そのあり方は大いに検討されるべきである

にもかかわらず、その場である都道府県の地域協議会は

形骸化が指摘されている。広域・幹線的路線は距離が長

いことから補助額も必然的に大きい。特に見直しも行わ

れなければ、乗客減が止まらないのは自明であり、ある

段階で補助基準から外れ、事業者が当該路線からの退出

を表明せざるを得なくなる。廃止は地域にとって影響が

大きいため、存続せざるを得ないが、それに当たっては

多額の補助金を市町村が肩代わりすることが迫られる。

その結果、従来から運行してきた自治体バス路線の見直

しが必要となる場合もある。さらに、市町村合併の進展

や国の財政制約を考えると、今後も生活交通路線への補

助制度が現状通り維持されるとは考えにくいことにも注

意が必要である。 

したがって、広域・幹線的バス路線を見直し再生する

ことは、地域公共交通網を活性化するための必須要件で

あると言える。本研究ではその方向性として、幹線と支

線との役割分担を明確化するとともに、相互の結節を確

保することで、利便性向上と運行経費節減がどの程度図

れるか、またこの見直しが現状で進まない原因と、促進

のために補助制度見直しを含めいかなる制度設計が必要

かを明らかにすることを目的とする。 

 

２．地方部におけるバス路線網衰退・分断プロセス 

 

現行（平成19年度）の路線バス関連諸制度を前提とす

ると、地方部におけるバス路線網衰退のプロセスは、図

１のように模式化できる。 

a) 幹線が黒字である場合には、支線も含めた当該地

域の路線網を既存バス事業者が一元的に運営できる。 
b) 乗客減によって幹線が赤字になると、生活交通路

線補助を受けるようになる。補助要件を満たさない支線

部については市町村単独補助路線や自治体運営バスに移

行して存続するか、廃止となる。 
c) 幹線部の乗客減が著しくなると、補助要件を満た

すために、乗客の少ない末端部を切り離す。 
d) 短縮した幹線でも乗客減が進むと自治体運営バス

への移行を余儀なくされる。こうなると、支線部の運行

も見直さざるを得なくなる。 

このように、路線網の変化が段階的に生じていく中で、

幹線部と支線部、民間事業者路線と自治体運営路線が分

断されていくことに注意が必要である。バスは鉄道に比

べ乗継抵抗が大きく、さらにダイヤ・運賃面での連続性

も担保されなくなると、路線網全体での利便性が低下し、

支線部はもとより幹線部においても利用者が減少する要

因となる。 

このような路線網分断は、現状の制度では必然的に生

じる。生活交通路線は通常、既存路線バス事業者が運行

している路線が認定される。国と都道府県の協調補助で

欠損の大部分がまかなわれるため、事業者や市町村の負

担分は少なくて済む。したがって、生活交通路線として

維持しようとするインセンティブがはたらく。実際、生
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活交通路線の中には、実質的には単独市町村で需要が完

結している路線を市町村間でつなげたようなものや、都

市中心部から人家のほとんどない山間部まで直通するも

のが多く見られる。これらは、地域の移動ニーズに即し

た運行になっているとは言い難い。 

一方、幹線から切り離された路線は市町村単独補助路

線か自治体運営バスとして維持されることになる。いず

れの方式も、特別地方交付税措置はあるにせよ、市町村

の欠損負担分は大きくなるため、それを減らす安価で効

率的な運行方式を市町村としては考えざるを得ない。そ

の結果、貸切バス事業者に委託する旧道路運送法21条
許可（いわゆる貸切乗合）や、市町村の自家用バスを利

用する79条登録（旧80条許可）に基づく自治体運営バ

スとしての運行が選択されることが多い。これらは、通

常の路線バス（4条許可）に比べ許可手続きや路線・ダ

イヤ・運賃設定の自由度が高いことも市町村にとって好

都合である。ただし、旧21条・80条許可は、4条路線で

運行ができない場合の特例措置であるために、4条路線

との重複運行は原則として認められないことから、幹線

と支線の間の乗継が生じざるを得ない。なお、既存事業

者が支線部についても市町村単独補助路線として運行を

継続したり自治体運営バスを受託したりする場合には直

行運行が続けられることもあるが、その場合も運賃・ダ

イヤ上は分断して示されているケースが多く、シームレ

ス性が損なわれる結果となる。（2006年10月の改正道

路運送法施行に伴い、これらの調整は単独市町村単位で

開催可能な地域公共交通会議において可能となった。） 
以上のことから、現行制度での地方部の路線バス網維

持に関する問題点は次のように集約できる。 
1. 広域・幹線を生活交通路線補助を得られる形で維

持しようとするインセンティブが強いた

め、その補助要件に引きずられた路線網

となる。 
2. 一方、自治体運営バスは路線バスと

重複させることができないため、路線バ

スとの結節の確保が重要になるが、通常

はそれがうまく機能しておらず、路線網

全体が一体的となっていないことが多い。 

結局のところ、幹線部と支線部を一体

的にマネジメントすることを念頭に置い

た補助制度になっていないことが根本的

な原因であると言える。 

 

３．幹線・支線の役割分担と連携の可能

性に関するシミュレーション 

 

(1) 生活交通再生路線補助制度 

以上のような問題を持つ広域・幹線的

路線の積極的改善を促すため、国土交通省は2006年度

より、生活交通路線を短縮しその区間についてより効率

的な運送方法により運行を継続する場合を対象とする

「生活交通再生路線運行費補助金」を新設した。しかし、

2007年6月現在でこの制度は一度も適用されていない。

切り離された生活交通再生路線への補助は1年間限りと

なっており、その後は市町村単独補助路線として運行し

ていかなければならない。また、前章で論じたように、

生活交通再生路線の部分は幹線である生活交通路線と分

断されてしまうため、その間の結節をどのように担保す

るかも考えなければならない。それならば、従来通り生

活交通路線として運行した方が簡単であると考えるのが

自然だからである。 
そこで、生活交通再生路線認定を意識して、幹線路線

を短縮し、その先を1)定時定路線型プティバス（乗合タ

クシー）、2)デマンド型プティバスで運行することが、

a)運行事業者や市町村にとっての運行経費、b)利用者に

とっての利便性とその結果としての利用者数、にいかな

る影響を与えるかを検討するシミュレーションを行うた

めのフレームワークを示す。 

 

(2) 基本ケースの設定  

地域の中心都市 C から周辺集積地区 S を経て縁辺

部 E まで向かうバス路線を図２のように仮想的に設定

する。運行本数 f [回(片道)/時]は S の前後で変化すると

考える。バス利用需要 D [人(片道)/日]として、沿線各地

から C に向かう分（D→C）と、E～S の沿線各地から S 
に向かう分（D→s）の2種類を考え、式(1)、(2)の需要関

数で表されるとする。なお、ここでは時間帯による変動

は考えない。 
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図１ 地方部におけるバス路線網衰退・分断プロセスの典型 



βα iiCi fPD ⋅⋅=Δ →           (1) 

βλα iiSi fPD ⋅⋅=Δ →          (2) 

ここで、ΔDi：停留所 i におけるバス利用需要 

    Pi：停留所 i の勢圏人口 

α, λα：C および S への移動需要を表す 

パラメータ（λは周辺集積地区と 

中心都市との移動需要比） 

     β：定数（一般には0＜β＜1） 

 

なお、これらの式は以下のように変形でき、平均待ち

時間 )2(1 if を移動抵抗変数とする重力モデル型の需

要関数となっていることが分かる。 
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       (3) 

以上の運行を行った場合、1日あたり総運行時分 H1

および総運行経費 C1 はそれぞれ式(4)、(5)で表される。 
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221  

                      (4) 

11 HcC b ⋅=                 (5) 

 ここで、T：運行時間帯[時] 
     τ：1運行あたり余裕時間[時] 
     cb：運行経費単価（バス車両(b)使用）[円/時] 
公的補助額算定における運行経費としては、営業キロ

あたり単価が用いられることが多いが、

ここでは便宜上、委託契約のように、車

両が占有される時間に比例して経費が決

まる式(5)の形を用いている。 

さらに、運行に必要な車両数 N1 は式

(6)で表される（ここでは予備車は考えな

い）。 
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ただしこの値は、幹線部（S～C）のみ

運行する系統と全線（E～C）を運行する

系統とで運用を分けていることを仮定し

ており、統一運用とすることで削減でき

る可能性もある。また、この式(6)は H1／

Ｔ と等価となるが、実際には車両数は自

然数であり、各項で切り上げが必要とな

るため、一般にはN1＞H1／Ｔ となる。 

 

(3) 末端部を切り離すケース 

(2)で想定した路線について、周辺集積地区 S で運行

を分割し、幹線部（S～C）は従来通りの運行を継続す

る一方、支線部（E～S）は運行経費単価の安い（cs）自

治体運営バスやプティバスに切り替えるものとする。ま

た、運行本数はそれぞれ fm’，fl’ に変更されたとする。

この場合、総運行経費 C2 は式(7)で表される。 

( ) ( ){ }ττ +′⋅++′⋅⋅= llsmmb tfctfcTC 22  (7) 

式(5)、(7)より、C1≧C2 となる条件は式(8)のように計

算される。 
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この式から、C1＝C2（運行経費一定）としつつ fm も
しくは fl がどの程度まで増加できるかを確認すること

ができる。例として、cs／cb＝0.5，fm＝1，fl＝0.5，tm＝1，
tl＝0.5，τ＝0.25 とすると、式(7)は 3fl’ ＝14－10fm’ と
なり，fl’＝fl とすれば fｍ’＝1.25（＝1.25 fm）に、fm’＝fm 

とすれば fl’＝4/3（＝8 fm/3）になる。つまり、幹線部を

1時間ヘッドから48分ヘッドに詰めるか、支線部を幹線

部なみの1時間ヘッドにして幹線との完全接続ダイヤを

実現することが可能となる。 
また、必要車両数 N2 は式(9)で表される。 
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この場合には、式(6)と異なり、幹線部と支線部で共

tm
E
（縁辺部）

S
（周辺集積地区）

C
（中心都市）

⊿Dm→C

⊿Dl→C1

1

断面輸送量
[人(片道)/日]

運行本数[回/h]

fl

勢圏人口[人]

fm

P
（一定と仮定）

⊿Dl→S
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図２ シミュレーションを行う仮想路線の設定 



通運用をすることはできないため、各項を切り上げして

加えることが必要となる。 
前述の例を用いて、式(6)および(9)を計算し、路線分

断前後での必要車両数を比較すると、N1＝4（全線直

通：2＜1.75を切り上げ前＞、幹線部のみ：2＜1.25＞）、

N2＝4（幹線部：3＜2.5＞、支線部：1＜0.75＞）となり、

等しくなっている。しかし、C1≧C2 としつつ運行本数

を増加させた場合については、fｍ’＝1.25 とすると幹線

部の必要車両数は4＜3.125＞に、また、fl’＝1 とすると

支線部の必要車両数は2＜1.5＞に増加してしまう。 
一方、S で路線が分断されることで、支線部沿線から

C に向かう利用需要が減少することが考えられる。こ

れを、乗継抵抗を表す定数 r を用いて式(10)で表す。 

β

α ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ′⋅⋅⋅=Δ → liCi fPrD        (10) 

式(1)、(10)を比較することで、支線部から幹線部への

乗り継ぎを減少させないための運行本数 fl’ の条件が求

められるが、実際には幹線部ダイヤとの整合性が問題と

なるため、運行本数の少ない地域を対象とする本研究で

このような計算は無意味である。ただし、r と fl との

代替性や、乗継における配慮が r に及ぼす影響につい

ては、路線再編前の利用者への意向調査によってある程

度定量的に推計でき、それを参考にして需要変化予測や

運行本数設定、そして運行経費や欠損額の変化を検討す

ることが可能となる。 
 

(4) 末端部をDRTとするケース 

生活交通再生路線補助では、切り離した末端部を

DRT（Demand Responsive Transport）とすることも

想定し、そのシステム導入にかかる経費の一部を補助す

る仕組みとなっている。 
末端部では利用者数が少なくなるため、定時定路線の

ままデマンド運行とする（道路運送上の許可区分は「路

線不定期運行」）ことで、乗客がいない運行部分が省略

され、経費節減が図られる。さらに、既存停留所でカバ

ーできない区域へも乗降可能場所を広げるエリア型デマ

ンド運行（同じく「区域運行」）を導入すると、路線の

勢圏拡大が図れる。ここでは後者の場合を考える。 
運行経費に関しては式(6)がそのまま使えるが、tl が

不定となる。すなわち、デマンド率が高ければ tl が増

加する。ただし本ケースでは、支線部は幹線部との接続

をとる必要があることから、予約がない場合にはデマン

ド車両は結節点 S に拘束され、逆に1運行で運びきれな

いほどの予約が入らない限り、車両の拘束時間は変化し

ないことになる。つまり、その範囲内ではデマンド率は

主に燃料費を変化させるのみで、人件費や車両償却費な

ども含めた総運行経費の変化は小さい。したがって、問

題になるのはむしろ、利用需要増加によって1運行の tl 
（の最大値）が増加し、増車（N2S の増加＝運行経費

増加）を余儀なくされる場合である。これは、カバーエ

リアの形状やその中での需要発生頻度及びその空間分布

に依存するものであり、既往研究でも検討例が幾つか存

在している2)。 
一方、利用需要は以下のように表される。 

( ) ( ) βα ii
D

Ci fsPrdD ⋅⋅⋅⋅=Δ →     (11) 

( ) ( ) βαλ ii
D

Si fsPdD ⋅⋅⋅⋅=Δ →     (12) 

ここで、d：デマンド運行に伴う抵抗を表す定数 
（予約の面倒さや迂回運行等。住民・利用者 
への意向調査で推計可能） 

s：デマンド運行に伴う勢圏人口増大の比率 
 

 式(11)、(12)を式(1)、(2)と比較すると、drs＝1 もし

くは ds＝1 となる。要するに、乗継や予約等に伴う抵

抗を勢圏人口拡大でカバーできれば利用者増加につなが

ることを意味している。ただし、既存の停留所周辺では

利便性が低下していることから、運行本数 fl の増加ま

で視野に入れた対応が必要となる可能性もある。 
 
４．まとめ 

 

本研究では、地方部の路線バス網を幹線の見直しを契

機として再編する方向性を検討するフレームワークとし

て、幹線の短縮と支線の分断に伴う運行経費・必要車両

数・利用需要の変化を定式化し、これらを改善するため

に必要となる方策について定性的に検討を行った。また、

ケーススタディによって、見直しに伴う運行経費や必要

車両数の変化について考察した。 

本検討では需要の時間変動は扱っておらず、通学・通

院等のピーク時の運行について定式化できていない。ま

た、実際に見直しが想定される地域での需要関数の特定、

特に乗継・予約抵抗やデマンド運行の適用可能性につい

ての検討を行っていないため、この部分が定性的な考察

にとどまっている。今後、これらの点に留意して本フレ

ームワークを拡張し、さらに実際の事例において各パラ

メータを推定し、適用していきたい。 
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